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【基本的な考え方】

１　Society5.0の実現に向けた研究の推進

様々な技術革新による新しい知識や技術を活用した国や民間企業、研究機関等の取組
を注視するとともに、大学等が集積する本区の特性を生かし、先進的な技術や知識を持
つスタートアップ等、民間企業や大学機関などとの取組により、Society5.0の実現に向
けた研究を推進していきます。

２　最新技術の積極的な導入と行政手続のデジタル化の推進

AI等の最新技術を用いたサービスを積極的に導入するとともに、手続に必要な書類を
マイナンバーカード等の情報から作成する「書かない窓口」や、電子申請システムを活
用した「行かない窓口」の取組を進め、行政手続のデジタル化の推進を図ります。住民
異動手続窓口においては、今後も転入者の増加が見込まれることから、円滑な手続とな
るよう事務改善を進めるとともに、ICTを活用して更なる待ち時間短縮と業務効率化の実
現を目指します。

また、各種証明書発行手数料の支払い及び公金の納付において、キャッシュレス決済
端末やオンライン決済フォーム等を活用し、キャッシュレス化を推進します。

これらの推進に当たり、高齢者や障害のある方をはじめとする、デジタル機器に不慣
れな方や機器を操作することが難しい方に対しては、平等にサービスを受けることがで
きるよう、対策や支援を充実させていきます。

また、外部からの攻撃や情報流出等に対する情報セキュリティ対策を強化していきます。

３　マイナンバーカードの普及等に向けた取組の推進

マイナンバーカードの交付については、手続に不安がある方向けの申請サポートや、
文京シビックセンター以外の施設における出張申請サポート等、申請しやすい環境整備
を促進します。

また、マイナンバーカードの公的個人認証を活用した電子申請については、今後示さ
れる国の方針等を勘案しながら対応を検討するとともに、区民への分かりやすく丁寧な
周知に努めていきます。

なお、令和５年６月末にマイナンバーカードの交付率が75％を超え、近年、全国主要
コンビニエンスストアで住民票の写し等を取得するサービス（以下「コンビニ交付サー
ビス」という。）の利用者が増えています。他方、区民サービスコーナーの利用者数は、
年々減少傾向にあります。交付対象に戸籍証明書の写しを追加する拡充を行うなど、引
き続き、コンビニ交付サービスの利用促進を図るとともに、地域活動センター業務のあ
り方を検討しながら、来客実態に即した区民サービスコーナー窓口の開設日及び開設時
間に見直します。

（２）開かれた区役所
【現状・課題】

・・�区政情報については、区報やホームページ、都市型有線テレビの区民チャンネル、SNS

等の各媒体による発信や連携を強化し、積極的な広報活動を展開しています。近年、新

型コロナウイルス感染症の発生や、各地で多発している自然災害等、社会を取り巻く環

境が大きく変化する中で、必要とされる情報は複雑化・多様化していることから、非常

時の混乱を避けるための適切な情報提供のあり方や、誰もが必要な情報を迅速かつ正確

に取得することができる環境の整備が求められています。

・・�区が保有する公共データを、様々な地域課題を解決するための貴重な社会的資源とし

て捉え、オープンデータ＊として公開しており、公共データの更なる活用への期待が高

まっています。また、限られた予算のもと、統計等の情報を正確に分析して、効果的な

政策を選択していくことが求められています。

【基本的な考え方】

１　区の情報発信・収集の充実

令和６年５月にリニューアルの区ホームページでは、災害情報システム等との連携や、
各種SNSと連携することにより、緊急情報の発信を強化します。ウェブアクセシビリ
ティ＊の確保・維持・向上に取り組むとともに、既存の情報発信手段についても、区民等
の意見を踏まえて見直しを行い、より充実した情報発信・収集を行っていきます。

区民ニーズや生成AI＊等、新技術の普及による社会の変化を踏まえ、区民等に対し、よ
り効率的・効果的な情報提供を行えるよう、新たな情報発信の手法や体制について検討
します。

２　オープンデータ及びデータ利活用の推進

デジタル庁が推奨する利用者ニーズの高い自治体標準オープンデータセット＊の公開を
進めていきます。

また、区が保有する統計データ等の活用に向け、データ分析手法や効果的な活用につ
いて検討していきます。

＊オープンデータ　機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されること。また、そのように公開されたデータ
＊ウェブアクセシビリティ　高齢者や障害者を含め、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できること
＊生成 AI　人工知能の一種で、与えられた入力データから文章や画像、音声などの様々なコンテンツを生成する技術
＊自治体標準オープンデータセット�　デジタル庁が公開ニーズの高い自治体のデータセットを選定し、オープンデータのフォーマットを揃

えたもの
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（３）多様な主体との協働
【現状・課題】

・・�現在の社会において、複雑化・多様化した課題はますます増加しており、福祉、子育

て、防災等の様々な分野における住民主体の取組が盛んになってきています。また、社

会福祉協議会を通じてこれまで築いてきたNPOや地域活動団体等とのつながりを活用す

ることで、地域課題の解決に取り組む意欲・能力のある団体との連携を図っています。

・・�「子ども宅食プロジェクト」で採用したコンソーシアム＊形式など、多様な施策を展開

するため、行政だけでは困難な、あるいは、行政単独で実施するよりも大きな効果が期

待できると想定した場合には、コレクティブ・インパクト＊の手法を取り入れるなど、

事業目的に応じ、多様な主体がそれぞれの強みを生かした施策展開ができるよう、取り

組むことが求められています。

【基本的な考え方】

１　多様な主体との協働の推進

地域課題の解決に向け、引き続き社会福祉協議会との連携を深めつつ、NPOや地域活
動団体等の状況を確認していくことに加え、先進的・画期的な技術等を持つ多様な主体
との協働を推進していきます。

民間企業や大学機関等の知見を活用するなど、多様な主体のそれぞれの強みを生かし
た連携が図れるよう、取り組んでいきます。

（４）指定管理者制度、業務委託等
【現状・課題】

・・�質の高いサービスを継続的かつ安定的に提供していくため、様々な行政分野において、

最適な提供手法を幅広く検討した上で、指定管理者制度や業務委託等、民間活力を活用

し、持続的・効率的な運営が図れるよう取り組んでいきます。

・・�指定管理者制度については、施設の所管課によるモニタリングのほか、応募時に「労働条

件セルフチェックシート」の提出を事業者に義務付けるとともに、指定期間の初年度に社

会保険労務士の訪問調査等による労働条件モニタリングを実施しています。また、業務委

託等についても、区が発注する契約金額が１億円以上の業務委託契約及び工事請負契約

を対象に、社会保険労務士の訪問調査等による労働条件モニタリングを実施しています。

・・�自治体が締結する契約等（以下「公契約」という。）において、業務に従事する労働者

の労働環境の整備を推進し、公共工事や公共サービスの品質の確保等を図ることが求め

られています。

＊コンソーシアム　行政や企業、NPO 等の複数の組織が集まり、共通の目的を持ち活動する共同体
＊コレクティブ・インパクト�　行政や企業、NPO 等の立場の異なる組織が、コンソーシアムなどにより、お互いの強みを出し合い、社会的

な課題の解決に取り組むこと

【基本的な考え方】

１　指定管理者制度、業務委託等の活用

公共サービスの提供手法の検討に当たり、指定管理者制度、業務委託等、各手法の特
徴や効果を考慮した上で、対象業務に最適な提供手法を幅広く検討します。

区役所閉庁時の受付窓口業務については、宿直職員により対応していますが、深夜勤
務を伴う業務の性質上、人材確保が困難となっています。今後も安定的に運営していく
ため、職員の退職状況を見ながら、委託化を進めます。業務の委託に当たっては、業務
分析を行い、法令等により職員が対応しなければならない業務を除き、最新技術の活用
も検討しながら、効率的で適切な業務運営を行っていきます。

２　指定管理者制度、業務委託等の管理・監督

質の高い公共サービスを安全かつ安定的に提供できるよう、適切にモニタリングや管
理・監督を行っていきます。

３　公契約条例の制定

公契約の基本的な方針や労働環境の整備を推進するための必要事項を定めた公契約条
例の制定に向けて検討していきます。
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（１）補助金のあり方
【現状・課題】

・・�令和３年度に「文京区補助金に関するガイドライン」を改定し、３年毎に実施している

実績検証を、事業見直しの契機と位置付けるとともに、補助金の交付による効果を具体

的に検証するため、「補助金等チェックシート」の様式の変更を行いました。その上で、

平成30年度から令和２年度までの補助事業の実績について、「補助金等チェックシート」

を用いて検証を行い、その結果をホームページに公開しています。「文京区補助金に関

するガイドライン」に基づいた運用を通して、公平性と透明性の確保を十分に行う必要

があります。

【基本的な考え方】

１　補助金のあり方

個々の補助金について、「交付の適否」と「適正な運用」という２つの観点からの継続
的な検証・改善を行っていきます。

（２）受益者負担の適正化
【現状・課題】

・・�行政サービスを利用する人としない人との間における負担の公平性を考え、公費で賄う

部分と受益者が負担する部分とのバランスを適正に保つことを「受益者負担の適正化」

と言います。公の施設に係る使用料等について、平成28年度に改定を行いましたが、

その後は新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響を鑑み、改定を見送っていま

す。使用料等は算定当時のコストを基に算出していますが、今後の社会情勢の変化を見

極めつつ、その積算方法等の再検討を行い、適正な受益者負担に向けた取組を進めてい

く必要があります。

【基本的な考え方】

１　受益者負担の適正化

社会情勢の変化を見極めつつ、行政サービスの利用状況や、料金改定による影響等を
総合的に勘案し、受益者負担の適正化に向けた使用料等の見直しを検討していきます。

3    財政の健全性の維持 （３）新公会計制度の導入に伴うセグメント分析
【現状・課題】

・・�平成29年度から、「統一的な基準による財務書類」を導入し、事業ごとにセグメント分

析した行政コスト計算書を作成しています。これにより、人件費等も含めた事業の総コ

ストを把握することができるため、その情報に基づき、財政公表資料において主要事業

の総コスト等実績報告を行い、区民へのアカウンタビリティの向上に取り組んでいま

す。今後、効率的な行財政運営のため、セグメント分析した内容について、事業の改善

や見直しへの活用方法を検討していく必要があります。

【基本的な考え方】

１　新公会計制度の導入に伴うセグメント分析

事業ごとにセグメント分析した内容について、事業の改善や見直しへの活用方法を検
討していきます。

（４）税外収入の確保・活用
【現状・課題】

・・�区の施策に共感し、賛同いただいた方の社会貢献の思いを実現する観点から、森鷗外等

の顕彰事業の運営基金、姉妹都市カイザースラウテルン市における難民支援など、ふる

さと納税の仕組みを生かした事業を実施しています。

・・�ふるさと納税制度の問題点については、国へ抜本的な見直しを求めているところです

が、ふるさと納税による特別区民税の減収額は年々増加しており、持続可能な行政運営

の観点からも、ふるさと納税の更なる活用が必要となります。

【基本的な考え方】

１　税外収入の確保・活用

区が推進する施策に共感し、賛同いただいた方の社会貢献の思いを実現する視点を大
切にしながら、より地域や産業の魅力を発信できるよう、ふるさと納税の仕組みを活用
していきます。



158 159

（１）組織の活性化・事務の合理化
【現状・課題】

・・�複雑化・多様化する行政課題や区民ニーズに的確に対応するためには、様々な業務でデ

ジタル技術の活用と業務プロセスの改革を同時に行い、効率的・効果的な組織運営を図

るとともに、デジタル技術の効果的な活用を促進するため、デジタル化に対応する人材

の育成に取り組み、組織力を更に強化することが必要です。

・・�行政需要の高まりに対応するため、近年、積極的に職員採用を行ったことから、若手職

員の割合が大きくなっており、ベテラン職員の知識・技能の継承が課題となっています。

・・�また、職場の活力を高め、組織力を強化していくために、改革志向の組織づくりや職員

の昇任意欲を醸成していくことが必要です。

・・�生産年齢人口の減少、働き手側の価値観の多様化、デジタル社会の進展等により、区を

取り巻く状況が大きく変化する中、複雑化・多様化する行政課題に対応するため、令和

５年12月に国が策定した「人材育成・確保基本方針策定指針」においても示されてい

る「人材育成」、「人材確保」、「職場環境の整備」、「デジタル人材の育成・確保」の４つ

の視点の重要性が更に高まっています。

・・�ワーク・ライフ・バランスの推進や働き方の見直しに関する取組が、自治体や民間企業

等で進んでいます。区では、コロナ禍を機に時差勤務制度の活用を推進するとともに、

テレワークも導入しました。また、管理職を対象としたワーク・ライフ・バランスを意

識したマネジメントスキルに関する研修の実施や、各課の取組状況を全庁的に共有する

などの取組を行っています。

・・�平成29年実施の「東京都公立学校教員勤務実態調査」では、小・中学校教員の長時間

労働の実態が明らかになっており、子どもたちの学びを支える教員の心身の健康への影

響や、日々の教育活動の質の低下が懸念されています。

【基本的な考え方】

１　職員育成・人材確保

自ら考え行動できる改革志向の職員の育成に努めていくとともに、昇任意欲の醸成を
図るため、研修の実施や職場環境の整備を進めていきます。また、より一層効率的・効
果的な組織運営を図るため、職員育成基本方針の見直しや国の指針を踏まえた取組を進
めていきます。

4    質の高い区民サービスを支える組織体制の構築 ２　区職員と教員の働き方の見直し

効率よく業務を進めるための情報収集・分析力や課題解決力の向上等、現行の働き方
を見直す研修を実施するほか、管理職及び係長職を対象にマネジメントスキルに関する
研修などを実施し、ワーク・ライフ・バランスの推進とあわせて、更に効果を上げてい
く取組を推進していきます。これらを通じて、職員一人ひとりが業務の目的や方向性を
正しく認識し、優先順位をつけた仕事の進め方をすることで、業務の効率化を図るとと
もに、業務内容を共有するための仕組みづくりや時間の使い方の工夫により、長時間労
働の改善を図り、質の高い行政サービスの創出につなげていきます。

また、デジタル技術を活用し、住民サービス・行政事務の業務改善を推進できるデジ
タル人材を育成するとともに、RPA＊やAI-OCR＊、議事録作成支援ソフト等の利用を拡大
し、生成AI等の最新デジタルツールの導入やテレワーク環境の整備など、働き方の見直
しにも引き続き取り組みます。

加えて、教員についても、平成31年３月策定の「幼稚園及び学校における働き方改革
実施計画」に基づき、部活動指導員、スクールサポートスタッフ等、さらには、勤怠管
理システム等の活用により、教員の長時間労働の改善に取り組みます。

（２）適正な業務執行
【現状・課題】

・・�令和２年４月から内部統制制度を導入し、全庁的な内部統制に取り組むとともに、各部

署においては重要性が高く優先的に取り組むリスクへの対応策を整備し、リスク評価

シートを活用した点検及び評価を行っています。

・・�これまでの取組状況や区を取り巻く環境の変化等を踏まえ、継続的に見直しを行いなが

ら内部統制の取組を向上させ、適正な業務執行の確保を図る必要があります。

【基本的な考え方】

１　内部統制制度の運用

総務省のガイドラインを踏まえつつ、区の現状に即した内部統制制度を適切に運用し、
組織的かつ効果的に内部統制に取り組むことで、適正な業務執行の確保を図っていきます。

＊ RPA（Robotic�Process�Automation）　複数のソフトウェアを跨いだ業務自動化のために使用するソフトウェア
＊ AI-OCR�　紙文書等をスキャンし、認識した文字を文字データとして取り出す仕組みである OCR に、AI 技術を取り入れたもの。AI 技術

を活用することで、文字の読み取り精度が向上する。
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（３）行政ニーズに対応した組織体制
【現状・課題】

・・�職員体制については、これまで事務事業の運営方法の徹底した見直しやICT化、民間活

力の活用等の行政運営の効率化に取り組んできましたが、今後、生産年齢人口の減少に

より、必要な人材の確保が困難になる状況が想定され、定年引上げを始めとした人事制

度の改正や職員の多様な働き方も踏まえた、安定的・計画的な職員体制確保への転換が

求められています。

・・�児童福祉法の改正により、母子保健部門と児童福祉部門の更なる連携強化が求められる

とともに、子どもに関する身近な相談窓口から、必要に応じて適切な支援機関へつなげ

るための連携体制を強化する必要があります。

・・�地域では、「進行する少子高齢化」や「血縁・地縁・社縁による共同体の機能の脆弱化」

等、社会構造が変化し、従来の制度・分野ごとの縦割りの支援体制では対応が困難な事

例が増加しています。

・・�今後、多くの公共施設が一斉に更新時期を迎えていくことから、予防保全の考え方を踏

まえ、計画的な保全による長寿命化を図るための体制が必要です。

【基本的な考え方】

１　職員体制

今後、一層複雑化・多様化が見込まれる行政需要や、大都市特有の課題に的確に対応す
るため、人事制度の改正や職員の多様な働き方も踏まえ、引き続き、事務事業の見直しや
業務改善等を進めるとともに、必要な職員体制の確保に努めます。

また、継続的な人材確保及び専門的な知見の継承等の観点から計画的な職員採用を行う
こととし、特に、専門職は、大量採用世代の退職等により、必要な職員数の確保が課題と
なっていることから、中長期的な目線での採用を行います。さらに、少数職種については、
一般的に育成や任用管理の面で困難さが見られることから、個々の職種の特殊性、専門性、
代替可能性等の将来のあり方を踏まえ、採用の適否を検討します。加えて、技能系職員に
ついては、引き続き、原則退職不補充としますが、区民生活と直結しており、非常時にお
ける安定的な運営確保の必要がある事業については、一定規模の体制を維持するための人
員を確保する方針です。

なお、再任用短時間勤務職員や会計年度任用職員等、常勤職員以外の職員についても、
従事する業務の性質を踏まえ、引き続き、常勤職員とあわせた適切な役割分担や人員管理
を行います。

２　組織

現状の社会課題を認識し、能動的に考えられる組織体制の整備を進めることで、行政課
題の積極的な解決を図ります。また、長期的な視点から、組織のあり方及び見直しの方向
性について検討を進めていきます。

【子ども支援体制の強化】
子どもの最善の利益を守るため、子ども、保健、教育、福祉部門が横断的な視点におい

て、妊娠・出産・子育て期における切れ目のない総合的な相談・支援体制の整備を進めて
いきます。

【包括的な支援体制の整備】
社会情勢の変化に伴う複雑化・複合化した課題や制度の狭間にあるニーズにも対応でき

るよう、高齢・障害・子ども・生活困窮・保健・医療・教育等の組織横断的な連携により、
包括的な支援体制の整備を進めていきます。

【公共施設の整備】
地域特性や区民ニーズの変化を的確に捉え、多様なニーズの変化に柔軟に応える公共施

設の整備を行うとともに、予防保全の考え方を踏まえ、財政面、技術面等におけるマネジ
メントの最適化を図ることも重要であることから、組織横断的に総合調整する体制整備を
進めていきます。
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�

目標・基本的方向

目標・基本的方向 「文の京」総合戦略の主要課題番号等

１ 在宅医療・介護連携の推進 主要課題No.16

２ 都市交流の促進 主要課題No.35

３ 防災機能の強化 主要課題No.47

４ ICTを活用した区民サービスの充実 行財政運営１（１）

５ 組織の活性化・事務の合理化 行財政運営４（１）

国は、少子高齢化の進展に的確に対応して人口減少に歯止めをかけ、それぞれの地域で住みよ

い環境を確保し、将来にわたって活力ある社会を維持していくことを目的として、平成26年11

月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。

本区においても、法の基本理念を踏まえ、27年度に「文京区まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定しました。第２期「文京区まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、「文の京」総合戦略

（令和２年度～令和５年度）に包含するものとし、基本構想に掲げる将来都市像を実現するための

ツールとして位置付け、「文の京」総合戦略から８つの主要課題を、まち・ひと・しごと創生に関

する基本目標として抽出し、まち・ひと・しごと創生の観点からも各施策を推進しました。

国は、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構

想」の実現に向け、デジタル技術の活用によって、地域の個性を生かしながら地方の社会課題解

決や魅力向上の取組を加速化・深化することとしており、第２期「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を抜本的に改訂し、新たに「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を令和４年12月に策

定しました。地方においては、国の総合戦略を勘案し、地方版総合戦略を策定するよう努めなけ

ればならないこととされています。

本区では、こうした国の動向を踏まえ、これまでの「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

「デジタル田園都市構想総合戦略」と改めた上で、引き続き、「文の京」総合戦略に包含するもの

とし、これまでと同様に基本構想に掲げる将来都市像を実現するためのツールとして位置付け、

「文の京」総合戦略の主要課題等の一部を、目標・基本的方向として抽出し、デジタル田園都市

国家構想の観点からも各施策を推進します。

抽出した主要課題等に、重要業績評価指標（KPI）＊を設定し、「文の京」総合戦略の進行管理

とあわせて、その推移を把握していきます。

1    文京区まち・ひと・しごと創生総合戦略

2    「文京区デジタル田園都市構想総合戦略」の策定

＊重要業績評価指標（KPI）　「Key�Performance�Indicator」の略称。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標

第１章
基本構想

第２章
総論

本区の人口
����・人口の現状分析
����・将来人口推計
社会状況の変化
����・SDGs/Society5.0�等

第４章
戦略シート

第５章
行財政運営

主要課題及び
行財政運営から抽出

※�「文の京」総合戦略の「第１章�基本構想」における「基本構想を貫く理念」や「将来都市像」を
「文京区デジタル田園都市構想総合戦略」に関する「地域ビジョン」として、また、「第２章�総論」
における将来人口推計等を「人口ビジョン」として示すとともに、「第４章�戦略シート」における
主要課題や「第５章�行財政運営」を「目標」「基本的方向」として抽出しています。

人口ビジョン地域ビジョン 目標・基本的方向

「文京区デジタル田園都市構想総合戦略」

「文の京」総合戦略「文の京」総合戦略

「文京区デジタル田園都市構想総合戦略」の概要図
第6章 デジタル田園都市構想総合戦略
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附 属 資 料

１　計画期間の事業費

２　策定経過

３　「文の京」自治基本条例

４　文京区基本構想推進委員会規程

５　文京区基本構想推進区民協議会設置要綱
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１　計画期間の事業費
・・ ��計画期間中の計画事業の事業費内訳を示しています。ただし、計画期間中の事業規模が不確

定で事業費の算出が困難なものは除きます。

・・ ��各事業の経費内訳ごとに、事業費が百万円以上の場合は、十万円単位で四捨五入し、百万円

に満たない場合は全て「１百万円」として算定しているため、内訳を足した歳入経費と歳出

経費が一致しない場合があります。

計画事業
歳　出

歳　入

事業
番号 事業名

特定財源 一般
財源国 都 他 合計

1 ぶんきょうハッピーベイビー応援事業 9 0 9

2 不妊治療に係る支援 80 〇 18 63

3 文京区版ネウボラ事業 880 〇 〇 〇 869 11

4 母親学級・両親学級 66 0 66

5 乳児家庭全戸訪問事業 39 〇 〇 22 17

6 乳幼児健康診査 321 〇 4 317

7 乳幼児家庭支援保健事業 19 〇 2 17

8 区立幼稚園の認定こども園化 78 0 78

9 区立幼稚園の預かり保育 968 〇 〇 〇 254 714

10 未就園児の定期的な預かり事業 438 〇 〇 438 0

11 区立お茶の水女子大学こども園の運営 830 〇 〇 〇 59 770

12 私立保育施設への巡回指導等による運営支援 2,481 〇 〇 1 2,479

13 保育施設等への検査体制の強化 84 〇 1 83

14 子どもの保育環境向上事業 776 〇 503 272

15 文京区版幼児教育・保育カリキュラムの実践 1 0 1

16 文京版スターティング・ストロング・プロジェクト 98 〇 〇 33 65

17 発達支援巡回事業 119 〇 〇 18 101

18 子ども家庭相談事業 114 〇 〇 〇 114 0

19 一時保育事業 1,529 〇 〇 〇 583 946

20 病児・病後児保育事業 497 〇 〇 〇 227 270

21 ベビーシッター等による子育て支援事業 1,274 〇 1,132 142

22 地域子育て支援拠点事業 189 〇 〇 109 80

23 放課後児童健全育成事業 4,273 〇 〇 1,268 3,005

24 健康・体力増進事業 161 〇 11 151

25 中学校部活動支援 559 〇 145 414

26 スポーツ振興事業 180 〇 〇 27 153

27 和食の日推進事業 75 0 75

28 英語力向上推進事業 671 〇 2 669

29 「話す力」向上プログラム事業 12 0 12

30 教育情報ネットワーク環境整備（幼・小・中） 12,635 0 12,635

31 教員研修・研究事業 108 〇 8 100

（単位：百万円）

凡�例（特定財源の欄の略号）
　国：国庫支出金
　都：都支出金
　他：諸収入、特定目的基金からの繰入金等

計画事業
歳　出

歳　入

事業
番号 事業名

特定財源 一般
財源国 都 他 合計

32 「Society5.0の教室」プロジェクト 482 〇 361 122

33 いじめ問題対策事業 11 0 11

34 特別支援教育推進事業 2,426 〇 188 2,238

35 文京ふるさと学習プロジェクトの推進 56 〇 1 55

36 いのちと心の教育の推進事業 9 0 9

37 総合相談室 884 〇 〇 87 796

38 不登校への対応力強化 1,046 〇 〇 352 694

39 誠之小学校改築 470 〇 〇 457 14

40 明化小学校等改築 3,235 〇 〇 665 2,569

41 柳町小学校等改築 5,822 〇 〇 830 4,992

42 小日向台町小学校等改築 325 0 325

43 千駄木小学校等改築 524 0 524

44 学校施設等の快適性向上 927 〇 〇 210 717

45 校庭、屋上防水及び外壁・サッシ改修 890 〇 〇 794 96

46 給食室の整備 335 〇 277 58

47 小学校の教室増設対策 484 〇 89 395

48 青少年健全育成会活動支援 47 〇 4 43

49 青少年の社会参加推進事業 5 0 5

50 青少年プラザ（b－lab）運営事業 354 〇 5 348

51 生活困窮世帯学習支援事業 192 〇 86 107

52 高校生等医療費助成 734 〇 287 447

53 高校生世代育成支援金 351 0 351

54 子ども宅食プロジェクト 293 〇 286 7

55 児童発達支援センターの運営 658 〇 452 206

56 各施設での医療的ケア児の受入れ 494 〇 〇 194 300

57 医療的ケア児支援体制の構築 1 〇 1 1

58 障害者（児）施設整備促進事業 943 〇 125 818

59 児童虐待防止対策事業 41 〇 〇 17 25

60 （仮称）文京区児童相談所の整備 1,513 〇 〇 〇 1,256 258

61 奨学資金給付金 54 〇 1 52

62 塾代等助成事業 88 0 88

63 就学援助 405 〇 〇 1 405

64 文京区版ひきこもり総合対策 70 〇 35 35

65 ヤングケアラー支援推進事業 12 〇 12 0

66 小地域福祉活動の推進 144 〇 18 126

67 多機能な居場所活動推進事業 57 0 57

68 重層的支援体制整備事業 −

69 地域医療連携事業 59 〇 〇 〇 56 3

70 在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談指導事業 39 〇 15 24

71 在宅療養支援窓口事業 19 〇 〇 〇 19 0

72 認知症施策の総合的な推進 217 〇 〇 〇 122 95

73 介護予防事業の推進 139 〇 〇 〇 139 1

74 文の京フレイル予防プロジェクト 11 〇 5 5

75 地域介護予防活動支援事業（通いの場） 35 〇 〇 〇 35 0
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計画事業
歳　出

歳　入

事業
番号 事業名

特定財源 一般
財源国 都 他 合計

76 生活支援体制整備事業 136 〇 〇 〇 136 0

77 元気高齢者の社会参画支援事業 108 〇 71 37

78 ふれあいいきいきサロンへの助成 15 0 15

79 シルバー人材センターの活動支援 222 〇 〇 〇 53 168

80 文京すまいるプロジェクトの推進 335 〇 〇 32 302

81 ハートフルネットワーク事業 3 〇 〇 〇 2 1

82 地域包括支援センター（高齢者あんしん相談センター）の充実 1,442 〇 〇 〇 1,261 181

83 高齢者緊急連絡カードの設置 9 〇 〇 5 5

84 高齢者等見守りあんしん事業 53 〇 41 11

85 成年後見制度利用支援事業 59 〇 〇 〇 33 26

86 文京ユアストーリー 8 0 8

87 民間事業者による高齢者施設の整備 71 0 71

88 地域密着型サービスの充実 28 〇 〇 1 27

89 旧区立特別養護老人ホームの大規模改修 79 0 79

90 介護人材の確保・定着支援 188 〇 29 159

91 障害者基幹相談支援センターの運営 370 〇 〇 113 257

92 地域生活支援拠点運営事業 610 〇 〇 〇 200 410

93 精神障害者の地域移行・地域定着事業 3,070 〇 〇 〇 1,842 1,228

94 障害者就労支援センター事業 278 〇 〇 〇 16 262

95 中小企業等障害者職業体験受入れ助成事業 2 0 2

96 就労定着支援の推進 11 〇 〇 8 3

97 障害者差別解消推進事業 2 0 2

98 心と情報のバリアフリー推進事業 32 〇 〇 〇 3 30

99 障害者虐待防止事業 1 〇 〇 1 1

100 生活困窮者自立支援相談事業 160 〇 〇 117 43

101 母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業 72 〇 54 18

102 生活習慣病予防事業 12 〇 2 9

103 健康づくり事業 172 〇 55 117

104 食育普及 15 〇 7 7

105 特定健康診査・特定保健指導 1,631 〇 〇 850 780

106 受動喫煙防止対策事業 1 〇 1 1

107 喫煙・受動喫煙による健康被害防止の普及啓発及び禁煙支援 3 〇 1 1

108 糖尿病性腎症重症化予防事業 31 〇 31 0

109 受診・服薬の適正化 35 〇 35 0

110 各種がん検診の実施 2,894 〇 〇 52 2,842

111 がん知識の普及・啓発 3 〇 1 2

112 がん患者ウィッグ購入等費用助成 101 0 101

113 骨髄移植ドナー支援制度 2 〇 1 1

114 骨髄移植など特別の理由による任意予防接種費用助成制度 1 〇 1 1

115 新興・再興感染症対策推進事業 5,232 〇 〇 〇 576 4,656

116 総合的な自殺対策の推進 30 〇 20 11

117 中小企業支援事業 1,964 0 1,964

118 中小企業人材確保支援事業 119 0 119

119 創業支援事業 122 〇 2 120

計画事業
歳　出

歳　入

事業
番号 事業名

特定財源 一般
財源国 都 他 合計

120 商店街振興対策事業 1,661 〇 13 1,648

121 商店街販売促進・環境整備事業 212 〇 94 118

122 消費者普及啓発事業 149 〇 〇 14 135

123 文化育成事業 116 〇 10 107

124
文京シビックホール（響きの森文京公会堂）における
文化芸術活動の推進

609 〇 42 566

125 文の京ゆかりの文化人顕彰事業 14 〇 1 14

126 文京ふるさと歴史館の特別展、普及事業 36 〇 4 32

127 観光資源の魅力創出事業 178 〇 22 157

128 観光PR・情報発信事業 162 〇 24 137

129 観光ボランティア養成事業 12 0 12

130 国際交流・海外都市交流事業 157 〇 2 155

131 国内交流事業 42 〇 16 26

132 文の京文化発信プロジェクト 9 0 9

133 山村体験交流事業 18 0 18

134 町会・自治会支援の推進 262 〇 40 222

135 協働事業の推進 134 0 134

136 ふれあいサロン事業 16 〇 2 14

137 区立図書館の「学びの拠点」としての機能向上 454 0 454

138 老朽化した図書館の改築 7 0 7

139 スポーツ施設の環境整備事業 7 0 7

140 男女平等参画の推進 1,358 〇 893 465

141 女性・母子父子等相談体制の充実 98 〇 〇 〇 35 63

142 母子・女性緊急一時保護事業 1 〇 1 1

143 ダイバーシティ推進事業 15 〇 2 13

144 バリアフリー基本構想推進事業 21 〇 1 21

145 バリアフリーの道づくり 250 〇 〇 97 153

146 無電柱化の推進 549 〇 〇 〇 32 516

147 公園再整備事業 304 〇 209 95

148 元町公園整備事業（旧元町小学校との一体的整備） 753 〇 618 135

149 竹早公園整備事業（小石川図書館との一体的整備） −

150 緑の維持及び緑化啓発事業 3,214 〇 〇 73 3,141

151 地区まちづくりの推進 197 0 197

152 再開発事業の推進 20 0 20

153 建築紛争予防調整・宅地開発指導 4 〇 1 4

154 景観まちづくり推進事業 35 〇 1 35

155 地球温暖化防止に関する普及啓発 1,433 〇 430 1,003

156 環境教育・講座 14 〇 4 10

157 新エネルギー・省エネルギー設備普及促進事業 291 0 291

158 2R（リデュース・リユース）の推進 48 〇 1 48

159 資源の集団回収支援 125 〇 80 44

160 資源回収事業 1,727 〇 483 1,244

161 プラスチック分別回収事業 30 0 30

162 事業系ごみ対策 1 0 1
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計画事業
歳　出

歳　入

事業
番号 事業名

特定財源 一般
財源国 都 他 合計

163 地域防災訓練等の実施 119 〇 2 117

164 避難所運営協議会運営支援 19 0 19

165 区民防災組織の育成 74 0 74

166 在宅避難の推進 48 0 48

167 中高層共同住宅の支援 58 0 58

168 災害対策本部機能等の強化 473 〇 76 397

169 災害時の受援応援体制の関係強化 0 0 0

170 災害ボランティア体制の整備 3 0 3

171 災害時医療の確保 71 〇 2 69

172 備蓄物資維持管理 378 〇 18 360

173 避難行動要支援者の支援 104 0 104

174 福祉避難所の整備・拡充 8 0 8

175 妊産婦・乳児救護所の体制整備 16 0 16

176 耐震改修促進事業の推進 680 〇 〇 515 165

177 不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）事業の推進 101 〇 61 40

178 細街路の整備 1,373 〇 303 1,070

179 道路における治水対策の推進 1,379 0 1,379

180 崖等整備資金助成事業の推進 73 〇 13 60

181 ブロック塀等改修等の促進 15 〇 〇 5 10

182 橋梁アセットマネジメント整備 878 〇 1 878

183 安全対策推進事業 99 〇 27 72

184 通学路等の防犯カメラの設置 4 0 4

185 子ども110番ステッカー事業 2 0 2

186 空家等対策事業 33 〇 〇 15 17

187 特定空家等の対策 9 〇 〇 〇 1 9

188 マンション管理適正化支援事業 73 〇 〇 31 41

189 交通安全対策普及広報活動 63 〇 10 54

190 総合的な自転車対策 932 〇 344 588

191 コミュニティ道路整備 49 0 49

192 交通安全施設の整備と維持 188 〇 〇 18 170

193 コミュニティバス運行 1,264 〇 〇 68 1,197

194 自転車シェアリング事業 1 0 1

２　策定経過

年 月 日 会 議 等 内 容 等

令和５年
５月10日

令和５年度第２回基本構想推進委員会 ・「文の京」総合戦略の改定について

庁議 ・「文の京」総合戦略の改定について

５月24日
令和５年度第３回基本構想推進委員会 ・次期「文の京」総合戦略の概要について

庁議 ・次期「文の京」総合戦略の概要について

６月29日
・30日

令和５年６月定例議会
（総務区民委員会）

・「文の京」総合戦略の改定について

８月23日

令和５年度第４回基本構想推進委員会
・�次期「文の京」総合戦略（骨子及び主要課題（案））

について

庁議
・�次期「文の京」総合戦略（骨子及び主要課題（案））

について

９月12日
「主要課題を解決する取組」についての
意見募集①

（区報ぶんきょう特集号、Webアンケート等）

・募集期間：９月12日から10月11日まで
・意見総数：238人／延べ413件

９月17日
・27日

「主要課題を解決する取組」についての
意見募集②

（区民説明会（オープンハウス型説明会））

・参加者数：延べ154人
・意見総数：19人／延べ46件

９月22日
・25日

令和５年９月定例議会
（総務区民委員会）

・�次期「文の京」総合戦略（骨子及び主要課題（案））
について

10月４日
・10日
・11日
・19日
・20日

令和５年度基本構想推進区民協議会
・開催回数：８回
※分科会方式で開催

10月16日
令和５年度第５回基本構想推進委員会 ・「文の京」総合戦略（素案）について

庁議 ・「文の京」総合戦略（素案）について

11月24日
・27日

令和５年11月定例議会
（総務区民委員会）

・「文の京」総合戦略（素案）について

12月４日
「文の京」総合戦略（素案）についての
パブリックコメント

（区報ぶんきょう特集号等）

・募集期間：12月４日から令和６年１月４日まで
・意見総数：105人（団体含む。）／延べ174件

令和６年
１月24日

令和５年度第６回基本構想推進委員会
・�「文の京」総合戦略（素案）に対する意見について
・「文の京」総合戦略（案）について

庁議 ・「文の京」総合戦略（案）等について

２月29日
・３月１日

令和６年２月定例議会
（総務区民委員会）

・「文の京」総合戦略（案）等について

３月27日 庁議
・�「文の京」総合戦略（令和６年度～令和９年度）

の策定について
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３　「文の京」自治基本条例

平成16年12月13日条例第32号

改正　平成19年３月１日条例第４号

目次

　前文

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第２章　自治の理念と基本原則

　　第１節　自治の理念（第３条）

　　第２節　基本原則（第４条―第７条）

　第３章　区民等の権利と責務

　　第１節　区民の権利と責務（第８条・第９条）

　　第２節　地域活動団体の権利と責務（第10条・第11条）

　　第３節　非営利活動団体の権利と責務（第12条・第13条）

　　第４節　事業者の権利と責務（第14条・第15条）

　第４章　区の責務（第16条―第19条）

　第５章　区議会の責務

　　第１節　区議会の役割（第20条―第23条）

　　第２節　区議会議員の責務（第24条）

　第６章　執行機関の責務（第25条―第30条）

　第７章　協働・協治の推進

　　第１節　情報の公開（第31条―第34条）

　　第２節　参画（第35条・第36条）

　　第３節　意思の表明（第37条―第39条）

　　第４節　協働・協治の推進体制（第40条―第43条）

　付則

文京区は、歴史的文化的遺産に恵まれた緑豊かな地域です。文京区に集う私たちは、文化の香

り高いまち文京区を誇りとし、様々な可能性に富んだこの地を将来に向かって、さらに発展させ

たいと願っています。

私たちが良好な環境を維持しながら真に文化的にしあわせに暮らすためには、この地に住み、

学び、活動するすべての人々が自律した存在として尊重されるとともに、守るべきもの、育むべ

きものを確かめ、自立した存在として、互いに合意を形成し、協力し合うことが必要と私たちは

考えます。

そして、地域社会を豊かなものにするためには、区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業

者、区が相互に協力し、地域社会の課題を解決するための住民自治の原則を共有のものとするこ

とが大切と考えます。

私たちは、この原則を、ともに活動し、ともに地域社会の課題を解決するという意味で、「協

働・協治」と呼び、「文の京」文京区の自治の理念として位置づけます。

私たちは、文京区の自治の理念や基本的なしくみを明らかにし、文京区の自治に関する基本条

例として、この条例を定めます。

第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、文京区の自治の基本理念としての協働・協治の考え方並びに区民、地域活

動団体、非営利活動団体及び事業者の権利と責務並びに区の責務を明らかにするとともに、協

働・協治の基本的事項を定めることにより、豊かな地域社会を実現することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

⑴　各主体　区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者及び区のそれぞれをいう。

⑵　区民等　区民、地域活動団体、非営利活動団体及び事業者をいう。

⑶　区民　区内に住む人、働く人及び学ぶ人をいう。

⑷　地域活動団体　地域の課題の解決及び地域住民の連携を図るため、自主的に活動を行う地

域に根ざして形成された団体をいう。

⑸　非営利活動団体　公共的な課題に関して、自主的に活動を行う団体で、前号以外の非営利

に活動する団体のうち、協働・協治の担い手になりうるものをいう。

⑹　事業者　区内において事業活動を行うものをいう。

⑺　区　区議会及び執行機関により構成されるものをいう。

⑻　協働・協治　区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者及び区が対等の関係で協力

し、地域の情報、人材、場所、資金、技術等の社会資源を有効に活用しながら、地域社会の

公共的な課題の解決を図る社会のあり方をいう。

第２章　自治の理念と基本原則

第１節　自治の理念

（協働・協治）

第３条　各主体は、協働・協治の考え方に基づき、相互に理解を深め、それぞれの果たすべき役

割と責任を分担し、助け合いながら自主的・自律的に活動を行う。

第２節　基本原則

（参画と協力）

第４条　各主体は、地域の課題を解決するための活動に積極的に参画するとともに、自主的に調
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整し、協力し合い、連携を図る。

（情報共有）

第５条　各主体は、個人情報の保護に配慮しつつ、それぞれが保有する地域の課題及び地域の課

題を解決するための活動に関する情報の共有を図る。

（対等な立場の尊重）

第６条　各主体は、豊かな地域社会の実現に当たり、相互理解を深め、信頼関係を築き、対等な

立場を尊重し、地域の課題を解決するための活動を担う。

（自己決定・自己責任）

第７条　各主体は、自ら決定し、自らの責任において活動する。

第３章　区民等の権利と責務

第１節　区民の権利と責務

（区民の権利）

第８条　区民は、地域社会の一員として協働・協治の社会の実現に参画する権利を有する。

２　区民は、地域の課題を解決するための活動に関する情報を求めることができる。

（区民の責務）

第９条　区民は、地域の課題を解決するための活動に自主的な判断により参画する。

２　区民は、自主的・自律的な活動を行うとともに、自らの発言及び行動に責任を持つ。

第２節　地域活動団体の権利と責務

（地域活動団体の権利）

第10条　地域活動団体は、地域社会の一員として協働・協治の社会の実現に参画する権利を有

する。

２　地域活動団体は、地域の課題を解決するための活動に関する情報を求めることができる。

（地域活動団体の責務）

第11条　地域活動団体は、地域の課題の解決及び住民相互の連携を図る活動を行う。

２　地域活動団体は、自主的・自律的な活動を行うとともに、自らの発言及び行動に責任を持つ。

第３節　非営利活動団体の権利と責務

（非営利活動団体の権利）

第12条　非営利活動団体は、地域社会の一員として協働・協治の社会の実現に参画する権利を

有する。

２　非営利活動団体は、地域の課題を解決するための活動に関する情報を求めることができる。

（非営利活動団体の責務）

第13条　非営利活動団体は、自らの目的に沿った活動を通じて、地域の課題の解決に取り組む。

２　非営利活動団体は、自主的・自律的な活動を行うとともに、自らの発言及び行動に責任を

持つ。

第４節　事業者の権利と責務

（事業者の権利）

第14条　事業者は、地域社会の一員として協働・協治の社会の実現に参画する権利を有する。

２　事業者は、地域の課題を解決するための活動に関する情報を求めることができる。

（事業者の責務）

第15条　事業者は、協働・協治に関する理解を深め、地域において他の主体と対話し、協働に

努める。

２　事業者は、その社会的責任に基づいて事業活動を推進する責務を有する。

第４章　区の責務

（区の基本的役割）

第16条　区は、地方自治の本旨に基づいて、住民の福祉の増進に向けて、必要な施策を実施し、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

２　区を構成する各機関は、それぞれの責務を果たすことを通じて、共通の目標である協働・協

治の社会の実現を図る。

３　区は、持続可能で健全な区政を実現する。

（保証役としての役割）

第17条　区は、自ら公共的サービスを提供する役割を担うだけでなく、適切な公共的サービス

水準の設定及び区民等の活動の支援を通じて、区民等により公共的サービスの提供が適正に行

われることを保証するよう努める。

（調整役としての役割）

第18条　区は、必要に応じて、区民等の間の調整を行う役割を担う。

（地域の担い手の支援）

第19条　区は、区民等の自主性及び自律性を尊重しつつ、地域の課題を解決するための活動に

取り組む人々や団体が自主的・自律的に活動できるように支援する。

第５章　区議会の責務

第１節　区議会の役割

（区議会の基本的事項）

第20条　区議会は、住民の直接選挙により選ばれた議員で構成する意思決定機関であり、執行

機関の区政運営を監視し、及び牽
けん

制する機能を有する。

（区議会の責務）

第21条　区議会は、法令に定める権限を行使し、及び政策論議・立法活動の充実を図ることに

より、区政の発展及び区民の福祉の向上に努める。

（情報の共有と説明責任）

第22条　区議会は、積極的に情報を提供することにより、区民との情報の共有を図るとともに、

区民への説明責任を果たす。
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（区民参加と活性化）

第23条　区議会は、区民との直接対話の場を設けるなど、区議会への区民参加を推進し、区議

会の活性化を図り、開かれた区議会を目指す。

第２節　区議会議員の責務

（区議会議員の責務）

第24条　区議会議員は、区民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研鑚
さん

に努めるとともに、

常に区民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務遂行に努める。

第６章　執行機関の責務

（執行機関等の基本的事項）

第25条　区長及び副区長並びに行政委員会等は、協働・協治の推進のために、その権限と責任

において公正かつ誠実に職務の執行に当たる。

（執行機関の責務）

第26条　執行機関は、区民ニーズの把握に努め、補助機関の各部署の情報共有と連携・協力に

より、適正かつ迅速に公共的サービスを提供する。

２　執行機関は、常に補助機関の活性化を図るとともに、簡素で機能的かつ柔軟な組織とするこ

とを目指す。

（情報の共有と説明責任）

第27条　執行機関は、職務の執行に当たり積極的に情報を提供することにより、区民との情報

の共有を図るとともに、区民への説明責任を果たす。

（政策立案・実施・評価の各段階への区民等の参画）

第28条　執行機関は、協働・協治の視点に立って、政策の立案、実施及び評価の各段階におい

て、区民等の参画を図り、開かれた区政を目指す。

（区長の責務）

第29条　区長は、文京区の代表者として、公正かつ誠実に区政の執行に当たる。

２　区長は、区政の執行を通じて実現すべき政策を区民等に対して明らかにし、その達成状況に

ついて区民等に報告する。

３　区長は、効率的・効果的な行財政運営を行わなければならない。

（職員の責務）

第30条　職員は、職務の遂行に必要な知識の取得及び技能等の向上に努め、公正かつ能率的に

職務を遂行しなければならない。

第７章　協働・協治の推進

第１節　情報の公開

（区政に関する情報の公開）

第31条　区は、区民等の行政情報を知る権利を保障するとともに、区政に関する情報を積極的

に公開する。

２　区は、区政に関する情報を公開するに当たっては、個人情報の保護に配慮しなければなら

ない。

（区の説明責任）

第32条　区は、政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程において、区政について、区民

等にわかりやすく説明する責任を果たさなければならない。

（区民等の情報公開）

第33条　区民等は、それぞれが保有する公共的な活動に関する情報を共有することができるよ

う、個人情報の保護に配慮しつつ、その公開に努める。

（区民等の説明責任）

第34条　区民等は、自らが行う公共的な活動について、相互に説明するよう努める。

第２節　参画

（区への提案制度）

第35条　区は、区民等が区政に関する公共的な提案ができるようにし、その提案に対しては、

協働・協治の視点に立って適切に対応しなければならない。

（各主体相互の活動への参画）

第36条　各主体は、地域の課題を解決するための活動に相互に参画し合い、連携を図るために

対話し、交流し、学び合う。

２　区は、区民等が活動に相互に参画し合えるしくみをつくる。

第３節　意思の表明

（区の政策等の周知）

第37条　区は、区政の基本的な指針、政策及び計画について、その内容を明確にし、区民等に

わかりやすく周知しなければならない。

（区民等の意見表明）

第38条　区民等は、区の重要な政策及び計画の策定に関して、意見を表明することができる。

２　区は、重要な政策及び計画の策定に当たり、区民等からの意見を聴取し、その意見に対する

考え方を公表しなければならない。

（住民投票）

第39条　区は、文京区に係る重要事項について、直接区民の意思を確認するため、住民投票の

制度を設けることができる。

２　住民投票の制度及び実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第４節　協働・協治の推進体制

（社会資源の活用等）

第40条　各主体は、協働・協治の推進に当たっては、それぞれが社会資源を活用するとともに、

自ら社会資源を創出し、相互に提供し合うよう努める。

（区外の人々との連携・協力）
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第41条　各主体は、多様な取組や活動を通じて、区外の人々、団体、行政機関等と積極的に連

携・協力する。

（協働・協治の推進のしくみ）

第42条　区は、区民等とともに、地域の課題の解決に向けて多様な取組を進めるための協働・

協治の推進のしくみをつくる。

（区における条例の尊重義務）

第43条　区は、条例の制定、政策の実施等に当たり、この条例の趣旨を尊重しなければならな

い。

付　則

この条例は、平成17年４月１日から施行する。

付　則（平成19年３月１日条例第４号）

この条例は、平成19年４月１日から施行する。

４　文京区基本構想推進委員会規程

平成22年６月21日訓令第11号

改正　平成23年９月１日訓令第６号

平成27年12月28日訓令第８号

令和元年５月29日訓令第１号

（目的）

第１条　この規程は、文京区庁議等の設置に関する規則（平成６年３月文京区規則第10号）第

８条の規定により設置した文京区基本構想推進委員会（以下「推進委員会」という。）の組織

及び運営について定めることを目的とする。

（所掌事項）

第２条　推進委員会は、次の事項を審議し、その結果を庁議に報告する。

⑴　文京区基本構想の進行管理に関すること。

⑵　区の政策に係る基本的な方針及び総合的な計画の策定に関すること。

⑶　行財政改革についての総合的な調整及び推進に関すること。

⑷　その他庁議で指定した事項に関すること。

（組織）

第３条　推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

２　委員長は、企画政策部長の職にある者とし、推進委員会を総括する。

３　副委員長は、総務部長の職にある者とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその

職務を代理する。

４　委員は、文京区役所組織条例（昭和47年３月文京区条例第３号）第１条に規定する部の部

長（担当部長及び危機管理室長を含み、前２項に規定する者を除く。）、文京保健所長、文京区

教育局処務規則（平成４年３月文京区教育委員会規則第３号）第２条に規定する部の部長（担

当部長を含む。）、会計管理者、監査事務局長、区議会事務局長、企画政策部企画課長、企画政

策部政策研究担当課長、企画政策部財政課長、企画政策部広報課長、総務部総務課長及び総務

部職員課長の職にある者とする。

（招集）

第４条　推進委員会は、委員長が招集する。

（分科会）

第５条　委員長は、推進委員会の効率的運営を図るため、推進委員会に分科会を置くことがで

きる。

２　分科会は、推進委員会から指定された事項について調査し、及び研究し、その結果を推進委

員会に報告する。

３　分科会は、座長、副座長及び分科会員をもって組織する。

４　座長及び副座長は、第３条第４項に規定する委員の中から委員長が指名する。
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５　分科会員は、委員長が指名する。

（意見聴取）

第６条　委員長及び座長は、必要があると認めたときは、委員又は分科会員以外の者を会議に出

席させて説明を求め、又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第７条　推進委員会の庶務は、企画政策部企画課において処理する。

（委任）

第８条　この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

　　　付　則

　　（施行期日）

　１　この訓令は、公布の日から施行する。

　　（文京区基本構想実施計画策定委員会規程の廃止）

　２�　文京区基本構想実施計画策定委員会規程（昭和52年５月文京区訓令甲第８号）は、廃止

する。

　　　付　則（平成27年12月28日訓令第８号）

　この訓令は、平成28年４月１日から施行する。

５　文京区基本構想推進区民協議会設置要綱

22文企企第63号平成22年６月４日区長決定

23文企企第337号平成24年３月30日区長決定

27文企企第361号平成27年12月11日区長決定

28文企企第70号平成28年６月１日部長決定

2019文企企第408号令和２年３月26日部長決定

（設置）

第１条　区民参画による文京区基本構想（以下「基本構想」という。）の進行管理を行うため、

文京区基本構想推進区民協議会（以下「区民協議会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条　区民協議会は、次の事項を所掌し、基本構想の実現度を審議する。

⑴　基本構想の推進に関する事項について意見を述べること。

⑵　区の政策に係る基本的な方針及び総合的な計画の策定及び推進に関する事項について意見

を述べること。

⑶　効率的な行財政運営について意見を述べること。

⑷　その他区長が必要があると認めた事項

（組織）

第３条　区民協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員30人以内をもって組織する。

⑴　学識経験者　３人以内

⑵　公募区民　12人以内

⑶　区内関係団体等の推薦による者　15人以内

２　前項第２号に規定する公募区民の委員（以下「公募区民委員」という。）は、別に定めると

ころにより募集する。

（任期等）

第４条　委員の任期は、前条第１項の規定による委嘱の日から当該日が属する年度の翌年度の末

日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　前項の規定にかかわらず、公募区民委員に欠員が生じたときは、これを補充しない。

（会長及び副会長の設置）

第５条　区民協議会に会長及び副会長各１人を置く。

２　会長は、第３条第１項第１号に規定する学識経験者のうちから、委員が選出する。

３　会長は、区民協議会を代表し、会務を総理する。

４　副会長は、会長が指名する。

５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（幹事）




